
宇陀市雨除けハウス設置事業補助金
施設園芸を行う農業者を育成し、水田転作の実効性を確保し造成畑の利用推進を図るため、雨除けハウス設置に要する
経費並びに自然災害に起因して崩壊した雨除けハウスの復旧事業に要する経費に対し、補助金を交付します。

奈良県宇陀市

助成型（※2）

設備投資

市内に住所を有する農業を営む個人

2024年4月3日～2024年10月31日

雨除けハウスの設置に要する資材費の2分の1以内の額とし、10a当たり50万円以内の額と
する。

補助対象経費：雨除けハウスの設置に要する経費。ただし、雨除けハウスの附属施設に要
する経費を除く。

農林商工部農林課
電話：0745-82-3679/IP電話：0745-88-9090

https://www.city.uda.nara.jp/nourin/sangyou/nougyou/nougyoushinkou/josei.html
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